
企業年金連合会
オンライン手続きサービス利用手順書

【ご注意】
Webサイト更新等により画面イメージが異なる場合がありますのでご了承
ください。

令和7年４月（第５版）

令和6年分源泉徴収票の電子交付は
令和7年4月18日を

もちまして終了いたしました。
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１．令和6年分源泉徴収票の電子交付の終了について

【源泉徴収票の電子交付】
令和6年分源泉徴収票の電子交付につきましては、令和7年4月18

日(金)をもちまして終了いたしました。
書面の源泉徴収票の再発行を希望される方は、「源泉徴収票再発行

サービス」をご利用ください。

源泉徴収票再発行サービス｜企業年金連合会

なお、令和7年分の電子交付は、令和8年1月頃を予定しております。

【企業年金連合会オンライン手続きサービスへの利用申込】
企業年金連合会オンライン手続きサービスへの利用申込は、令和７

年４月21日(月)以降も受付しております。
利用申込の対象となる方や申込方法につきましては、3ページ以降

をご確認ください。
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https://www.pfa.or.jp/otoiawase/reissue/index.html


２．利用申込対象者

企業年金連合会オンライン手続きサービスの利用申込対象者は以下の
とおりです。
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利用申込ができる方 利用申込ができない方

次の全てに該当する方が対象です。

1. ６０歳以上の方

2. 企業年金連合会（注）から、
令和6年中に年金を受け取った方

3.日本国内に居住している方

（注）
・企業年金連合会は、各企業が設
けている企業年金を短期で脱退
された方等から年金資産を引き

   受け、将来、年金としてお支払い
している団体です。

・日本年金機構及び各企業が設け
ている「企業年金基金」は、企業年
金連合会とは別組織です。

次のいずれかひとつでも該当する方
は対象外です。

1. ６０歳未満の方

2.(１） 企業年金連合会から年金
       を受け取っていない方

(２） 企業年金連合会の年金受
        給者だが、令和6年中には
        年金の受け取りがなかった方

３.海外に居住している方



３．事前準備

事前に①～③の手続きが必要です。
（手続きの流れは４ページ以降をご参照ください。）

① マイナポータル（※１）利用者登録
② e-私書箱（※２）アカウントの作成
③ 企業年金連合会への利用申込（申込時間 平日８時から23時まで）

※1 マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする行政手続きをワンストップで行え

         たり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。

※2 e-私書箱とは、マイナポータル上で民間企業等が個人にお知ら
せなどを電子的に届ける野村総合研究所のサービスです。

●ご準備いただくもの

【共通】
・マイナンバーカード

  ・マイナンバーカード受取時に交付窓口で設定した４桁のパスワード    
   （利用者証明用電子証明書パスワード、券面事項入力補助用パス
     ワード）

【スマートフォンで利用する方】 【パソコン（又はタブレット）
で利用する方】
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・スマートフォン ・パソコン（又はタブレット）
・ICカードリーダライタ

（マイナポータル対応）



４．手続きの流れ

STEP１ マイナポータルの利用者登録

STEP２ e-私書箱アカウントの作成

STEP３
e-私書箱から「企業年金連合会オンライン手続きサービス」
への移動

STEP４
「企業年金連合会オンライン手続きサービス」の利用申込
【利用申込時間：平日８時から２３時まで】

下記のフローチャートを参考にして、該当するSTEPから手続きを開始してください。

マイナポータルの
利用者登録を
していますか

はい

はい

e-私書箱の
アカウントを作
成していますか

STEP１から

STEP2から

STEP4から

いいえ

いいえ

5 出典：マイナポータル(myna.go.jp) を加工して作成。

マイナポータル
のWebサイト

②『ログイン』ボタンを押します。
③画面の案内に従って、マイナポータルアプリをインストールし、利用者登録を完了
させます。
詳しくはマイナポータルのWebサイトをご確認ください。

STEP1 マイナポータルの利用者登録

①マイナポータルTOPページを開きます。

【パソコン版】 【スマホ版】

https://myna.go.jp/
https://myna.go.jp/
https://myna.go.jp/


STEP2 e-私書箱アカウントの作成

①マイナポータルにログインした状態で「メニュー」から『外部サイトとの連携』を

選択します。

②見出し「その他のウェブサイト」のカテゴリーから「e-私書箱」の『連携』ボタ
   ンを押します。

詳しくはe-私書箱のWebサイトをご確認ください。
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e-私書箱のWebサイト

出典：マイナポータル (myna.go.jp) を加工して作成。

マイナポータル
のWebサイト

③画面の案内に従って、e-私書箱のアカウントを作成します。

【スマホ版】

【e-私書箱と連携済みの場合】

→「詳しく見る」を押すとe-私書箱の
TOPページに移動するので、
STEP3に進んでください。

【パソコン版】

メニュー

メニュー

【パソコン版・スマホ版】

【パソコン版・スマホ版】

「>」のマークを押して、画
面をスクロールします。

https://myna.go.jp/
https://e-shishobako.ne.jp/resources/pages/esapos8030.html
https://myna.go.jp/


STEP3 e-私書箱から「企業年金連合会オンライン手続きサービス」への移動

①［e-私書箱］の画面から『電子私書箱』を押します。

②『 企業を追加』ボタンを押すと、企業の一覧が表示されます。

③４つ目の見出し「年金」の中から、『企業年金連合会』 を押します。

④説明文が表示されるので、青文字の『本サービス』を押します。

⑤「企業年金連合会オンライン手続きサービス」のTOPページが表示されます。
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【スマホ版】【パソコン版】

＋

『通常連携』と『一括連携』のどちらかを選ぶ画面が表示されたときは、『通常連携』
を選択します。

【スマホ版】【パソコン版】

本サービス

本サービス



STEP4 「企業年金連合会オンライン手続きサービス」の利用申込

【ご注意】
利用申込の受付時間は、平日の８時から２３時までの間です。
（上記の時間帯でも、メンテナンス等により、本サービスのご利用ができな
いことがあります。）

①「企業年金連合会オンライン手続きサービス」のTOPページの

『利用申込』 ボタンを押します。

②注意事項が表示されるのでお読みください。手続きを進める場合は、

『利用申込』 ボタンを押します。

③［メールアドレス登録］画面でメールアドレスを入力します。

④利用規約等をご確認いただき、『同意する』にチェックを入れ、『登録す

る』ボタンを押します。

✓
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✓ ✓

【スマホ版】

企業年金連合会オンライン
手続きサービスWebサイト

【パソコン版】

・迷惑メールフィルタを設定されている場合、≪pfa.or.jp≫のドメインを受信
できるよう事前に設定してください。

・一部のドメイン≪@icloud、@nifty、@ocnなど≫について、メールが届か
ない事象が確認されています。メールが届かない場合、別のメールアドレスで
登録する方法をお試しください。

【スマホ版】【パソコン版】

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000


⑤［メールアドレス登録完了］画面に切り替わります。

⑥メールが届くので、メールに記載の利用申込URLにアクセスします。

【ご注意】
２４時間以内にお申し込み用URLにアクセスして利用申込を完了させてください。
有効期限が過ぎた場合は、改めてメールアドレスの登録から手続きを行ってくだ
さい。

⑦［マイナンバーカード読み取り］画面が開くので、ページの下にある『読み取る』
ボタンを押し、画面の案内に従って、マイナンバーカードから氏名や住所など
を読み取ります。

STEP4の続き

• マイナンバーカードを読み取る際は、スマートフォン本
体の背面にマイナンバーカードを当ててください。

• スマートフォンにケース等を付けている方は、ケース
等を外すと読み取りやすくなる場合があります。
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• マイナンバーカードを読み取るには、ICカードリーダ
ライタ（マイナポータル対応）が必要です。

• ＩＣカードリーダライタを接続していない場合、「ご使
用の環境ではＩＣカードリーダライタを使ってマイナ
ポータルへログインできません。」のエラーメッセージ
が表示されます。

⑧［契約者確認情報入力］画面の『マイナポータルから取得』ボタンを押します。
（基礎年金番号を直接入力することはできません。）

【パソコン又はタブレットで利用する方】

【スマートフォンで利用する方】

・受信フォルダに届いていない場合、迷惑メールフォルダに振り分けられていることがあります。

マイナポータルから取得

【パソコン版】



STEP4の続き
⑨マイナポータルの画面に移動するので、『利用規約に同意する』にチェック
を入れ、『本人確認をはじめる』ボタンを押します。本人確認が完了した後、
『連携』ボタンを押します。

⑩ 「基礎年金番号」が取得（※１）されて表示されるので、『確認する』ボタンを
押します。

※１ マイナポータルから取得するためには、基礎年金番号をお持ちであること、
日本年金機構等においてマイナンバーが収録済みであることが必要です。

⑪表示されたお名前や基礎年金番号等を確認し、『申込む』ボタンを押します。

⑫送信された内容に基づき、企業年金連合会においてご利用対象者かどうか
   確認を行います。 すぐに確認結果のメールが届きますので、ご確認ください。
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【スマホ版】

出典：マイナポータル (myna.go.jp) を加工して作成。

1234567890

【パソコン版】

【スマホ版】

【共通】

https://myna.go.jp/


〈STEP4で 初めてログインするときにe-私書箱に連携する方法〉

① 「企業年金連合会オンライン手続きサービス」の『ログイン』ボタンを押し、 画

面の案内に従ってマイナンバーカードを読み取ってログインします。

（ログインは終日可能です。ただし、メンテナンス等により本サービスを利用で

きないことがあります。）

② e-私書箱と連携されていない場合は、「e-私書箱連携を行いますか？」という

メッセージが表示されるので、『はい』を押します。
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【スマホ版】【パソコン版】

⑤『同意する』にチェックをして、『すでにアカウントをお持ちの方はこちら』を押します。

⑥案内に従ってマイナンバーカードを読み取るとe-私書箱との連携が完了します。

③［e-私書箱連携］画面が表示されます。

④ページ下の『e-私書箱につなぐ』を押します。

【共通】

【共通】

https://portal.e-shishobako.ne.jp/dp_apl/pw-usr/#/portal/landing?riyoCd=RPE0340000
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